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障害者実雇用率の推移（三重） （各年6月1日現在）

・令和６年6月1日現在の民間企業（三重県内に本社がある40.0人以上規模の企業：法定雇用率2.5％）に雇用
されている障害者の数は５，２６１．５人で、前年より９．０％（４８.０人）増加した。
・実雇用率は2.52％と前年（2.56％）より0.04ポイント低下。
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障害者実雇用率の推移（三重） （各年6月1日現在）

・障害者雇用率は、平成25年まで全国最下位レベルであったが、三重県と労働局が連携し、改善に向け
様々な広報活動や積極的な指導を行い、令和６年は２２位となった。
また、障害者雇用率達成企業の割合は、10位であった。
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・企業に雇用される者のうち、雇用率換算で、身体障害者は2,873.0人（対前年比3.1％増）、知的障害者は
1,174.5人（同1.6％減）、精神障害者は1,214.0人（同1.6％減）で、平成25年からの精神障害者の伸びが著
しく、昨年初めて知的障害者の雇用者数を超えた。
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障害者雇用者数の推移（三重） （各年6月1日現在）
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障害者実雇用者数の推移（三重） （各年6月1日現在）

・企業に雇用される者のうち、身体障害者は2,251人（対前年比2.5％増）、知的障害者は1,080人(同4.3％
減)、精神障害者は1,242人（同0.6％増）で、実人数においても精神障害者の伸びが著しく、令和4年以降
知的障害者の雇用者数を超えている。



障害別被雇用者の割合
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企業に雇用される障害者を障害別に分類したのが、下の図になります。

約10年前の平成25年は、三重県の障害者雇用率は全国最下位でした。

当時の精神障害者の雇用割合は7.74％でしたが、令和6年は約３倍の27.16％となりました。



三重県の民間企業における規模別、産業別の状況（令和6年6月1日）

【雇用障害者数の規模別割合】
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【雇用障害者数の産業別割合】
◎ 企業の規模別で雇用されている障害者数
・40～100人未満 ： 1,184.5人
・100～300人未満 ： 1,700.5人
・300～500人未満 ： 663.5人
・500～1,000人未満： 767.0人
・1,000人以上 ： 946.0人
企業規模の大小を問わず、障害者を雇用しています。
300人未満規模の企業が約55％を占めている。

◎ 企業の産業別で雇用されている障害者数
・「製造業」 ：1,741.0人
・「医療、福祉」 ：1,221.5人
・「卸売業、小売業」： 579.5人
・「運輸業、郵便業」： 397.0人
・「サービス業」 ： 394.5人

「製造業」と「医療、福祉」で約56％を占めており、
積極的に雇用しています。
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障害者雇用状況調査

R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R5.6.1

桑　名 172 153 25,387.5 24,066.5 610.0 567.5 2.40 2.36 90 91 82 62 52.3 59.5

四日市 348 318 61,648.0 61,487.5 1,582.5 1,569.0 2.57 2.55 185 173 163 145 53.2 54.4

鈴　鹿 169 163 21,113.0 20,664.5 558.0 511.5 2.64 2.48 100 101 69 62 59.2 62.0

津 263 240 41,594.5 40,341.5 1,014.0 1,151.5 2.44 2.85 151 151 112 89 57.4 62.9

松　阪 168 155 19,337.5 18,976.0 466.5 433.0 2.41 2.28 100 104 68 51 59.5 67.1

伊　勢 155 141 18,543.0 17,739.5 456.0 410.0 2.46 2.31 99 86 56 55 63.9 61.0

伊　賀 116 103 17,108.5 16,398.5 479.5 469.5 2.80 2.86 70 73 46 30 60.3 70.9

尾　鷲 19 19 1,895.5 1,937.5 42.0 43.0 2.22 2.22 13 14 6 5 68.4 73.7

熊　野 16 17 1,777.5 1,990.5 53.0 59.5 2.98 2.99 14 17 2 0 87.5 100.0

計 1,426 1,309 208,405.0 203,602.0 5,261.5 5,214.5 2.52 2.42 822 810 604 499 57.6 59.1

未達成企業数 達成企業の割合対象事業所 基礎となる労働者数 障害者数 雇用率 達成企業数



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況(三重）
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況(三重）
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況(三重）
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令和５年度 産業別の就職状況
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【障害別の状況】



令和５年度 職業別の就職状況

【障害別の状況】
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○ 障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している雇用ゼロ企業に対して、 HWが中心となって各種支援機関と連携

し、企業ごとのニーズに合わせて、求人ニーズに適合した求職者の開拓等の準備段階から採用後の定着支援まで障害

者雇用を一貫して支援する。

企業向けチーム支援の実施

○ 労働局・ハローワークに配置する「就職支援コーディネーター（企業支援分）」や「精神障害者雇用トータルサ
ポーター」が企業に訪問し、企業のニーズに合わせた支援を提案。

○ ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携し、地域の現状やニーズを踏まえた支援メニューについて検
討し、効果的・効率的な取組方針を決定。

就職支援コーディネーター

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター 福祉事業所

自治体ハローワーク

準備段階 採用活動 採用後

・企業向けセミナー
・業務の切り出し支援
・求人受理

・職場実習の実施
・就労移行支援事業所や
特別支援学校の見学

・各種助成金制度の活用支援
・ジョブコーチ等の活用案内
・職場定着支援

支援内容

精神障害者雇用
トータルサポーター

障害者雇用推進チーム
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精神障害、発達障害のある方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の

障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」だが、企業で働く一般の従業員が障害等に関する基礎的な

知識や情報を得る機会は限定的。ハローワークでは、一般の従業員を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しい

理解を促し、職場での応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となる講座を、平成29年秋より開始。

趣 旨

内 容◆ ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、

｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について

メ リ ッ ト ◆精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを、

短時間で学ぶことができます。

講座時間◆ 90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定

受講対象◆企業に雇用されている者を中心に、どなたでも受講可能

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問わない。

※ 受講者には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈（数に限りあり）。

実 績◆令和５年度 実施回数：97回、養成者数：1,361人（三重局内）

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

ハローワークから講師が事業所に出向く、出前講座も実施。また、精神障害者・発達障害者の雇用でお困りのこと
があれば、精神保健福祉士や臨床心理士などが相談対応することも可能。
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三重県における『もにす認定』の状況について
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番号 事業主名 所在地 業　種 認定日 管轄H・W

1 百五管理サービス 株式会社 津　市 銀行受託業務（特例子会社） 令和2年12月22日 津　所

2 社会福祉法人 寿泉会 津　市 高齢者福祉 令和3年3月15日 津　所

3 社会福祉法人 慈童会 鈴鹿市 介護、児童福祉（保育所） 令和3年5月19日 鈴鹿所

4 万協製薬 株式会社 多気郡多気町 製薬業 令和3年11月8日 松阪所

5 医療法人 府洲会　介護老人保健施設ロマン 津　市 介護老人保健施設 令和3年12月8日 津　所

6 株式会社 アールビーサポート　昭和ろまん 津　市 介護付き有料老人ホーム 令和3年12月8日 津　所

7 社会福祉法人 いろどり福祉会　花紬 津　市 老人福祉施設 令和3年12月8日 津　所

8 社会福祉法人慈恵会 伊勢市 介護事業 令和4年2月4日 伊勢所

9 タカノ商事株式会社 津　市 ビルメンテナンス 令和4年2月4日 津　所

10 株式会社ＮＡＫＡＧＡＷＡ 松阪市 ゴムホース製造業 令和4年3月11日 松阪所

11 株式会社中村組 四日市市 総合建設業 令和4年3月23日 四日市所

12 SWSスマイル株式会社 津　市 その他サービス業（特例子会社） 令和4年3月23日 津　所

13 株式会社　松阪鉄工所 津　市 製造業 令和4年9月26日 津　所

14 株式会社　ニシタニ 松阪市 製造業 令和4年9月27日 松阪所

15 株式会社　ウエスギ 四日市市 廃棄物処理業 令和5年1月10日 四日市所
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三重県における『もにす認定』の状況について

番号 事業主名 所在地 業　種 認定日 管轄H・W

16 株式会社　富士製作所 伊賀市 製造業 令和5年1月18日 伊賀所

17 株式会社　三重データクラフト 津市 その他の事業サービス業（特例子会社） 令和5年1月24日 津　所

18 株式会社　志摩地中海村 志摩市 宿泊業 令和5年2月22日 伊勢所

19 三重工熱　株式会社 鈴鹿市 製造業 令和5年2月22日 鈴鹿所

20 株式会社リアライズ 多気郡多気町 製造業 令和5年3月29日 松阪所

21 日東ひまわり亀山株式会社 亀山市 製造業（特例子会社） 令和5年5月16日 鈴鹿所

22 オーケーズデリカ株式会社 桑名市 飲食料品小売業 令和5年7月31日 桑名所

23 アイリス南郊株式会社 松阪市 介護事業 令和5年11月29日 松阪所

24 ＪＡベジマルファクトリー株式会社 津市 食品加工販売業 令和6年1月15日 津　所

25 紀洋精密株式会社 北牟婁郡紀北町 民生用電気機械器具製造業 令和6年4月9日 尾鷲所

26 中川電装株式会社 松阪市 製造業 令和6年7月9日 松阪所

27 社会福祉法人　風薫会 四日市市 老人福祉・介護事業 令和6年8月6日 四日市所

28 株式会社　ネクスト・ワン 名張市 小売業 令和6年12月20日 伊賀所



令和５年度からの障害者雇用率の設定等について
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１．新たな雇用率の設定について

 令和５年度からの障害者法定雇用率：2.7％

ただし、計画的な雇い入れができるよう、令和６年４月から2.5%、令和８年７月から2.7%と

段階的に引き上げられる。

 国及び地方公共団体等：3.0％（教育委員会は2.9％）。段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様。

２．除外率の引下げ時期について

 除外率を10ポイント引き下げる時期：令和７年４月

○ 障害者雇用促進法（43条２項）に基づき、労働者（失業者を含む）に対する対象障害者である労働者（失業者を含む）の割合を
基準とし、少なくとも５年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされている。

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）抄
第43条 略
２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。

第五十四条第三項において同じ。）の総数に対する対象障害者である労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に
就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合を基準として設定するものとし、少なく
とも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

※ 改正障害者雇用促進法により、令和６年度から、職場定着等の取組に
対する助成措置が強化されるほか、特に短い時間（週所定労働時間10
時間以上20時間未満）で働く労働者の実雇用率における算定が可能と
なる。

R5.1 R5.4 R6.4 R7.4 R8.4 R9.4 R10.4~

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

分科会で

諮問

政省令

の公布

2.5%

2.3%

除外率の引き下げ

2.70%

R10年度から

の雇用率

▼

7.1



１ 障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定している。
現在の民間事業主の法定雇用率・・・２．5％（令和6年4月1日から）

２ 一方、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることか
ら、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者
数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度（障害者の雇用義務を
軽減）を設けていた。

除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認められ
る職務の割合に応じて決められていた。

３ この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平
成16年４月に廃止した。

経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃
止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。

４ 平成16年４月と平成22年７月に、それぞれ一律に10ポイントの引下げを実施した。

５ 令和７年４月に10ポイントの引下げを行う。
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除外率制度について



除外率設定業種及び除外率
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除外率設定業種 除外率
除外率

（令和７年４月から）

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く。）　　　・倉庫業

・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業

・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。）

・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　　　・水運業

・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。）

・その他の鉱業

・非鉄金属第一次製錬・精製業

・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）

・建設業　　　・鉄鋼業　　　・道路貨物運送業　　　・郵便業（信書便事業を含む。） 20% 10%

・港湾運送業 25% 15%

・鉄道業　　　・医療業　　　・高等教育機関 30% 20%

・林業（狩猟業を除く。） 35% 25%

・金属鉱業　　　・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業　　・小学校 55% 45%

・幼稚園　　　・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

5%

10%

15%

0%

0%

5%
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重度障害者、短時間労働者のカウントについて

〇実雇用率算定上、重度障害者については1人を2人としてカウントする。
〇短時間労働者については、1人を０．５人としてカウントする。
（精神障害者である短時間労働者は特例として１人を１カウントとする。
〇令和６年度より、週の所定労働時間が１０時間以上２０時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
である短時間労働者（週所定労働時間が１０時間以上２０時間未満）については、１人を０．５人とカウントする。

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満
10時間以上20時間未満

（令和６年４月から）

身体障害者 1 ０．５ －

重度 2 １ ０．５

知的障害者 1 ０．５ －

重度 2 １ ０．５

精神障害者 1 ０．５（※） ０．５

※週所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の精神障害者は、雇入れの期間等にかかわらず、当分の間１人を

もって１人とみなす。
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